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 [開催要項] 

１ 趣旨 埼玉県南部ブロックに組織されているスポーツ少年団(小学生)が、一同に会して親善を深め、

青少年の心身の育成及び技術の向上を目指し、少年野球の普及発展に努める。 

２ 主催 公益財団法人埼玉県体育協会埼玉県スポーツ少年団・埼玉県教育委員会 

３ 主管 埼玉県スポーツ少年団野球部会南部ブロック 

４ 後援 川口市・埼玉新聞社・川口市教育委員会・川口市スポーツ少年団 

５ 協  賛 朝日新聞埼玉少年少女スポーツ・㈱共同写真企画・ナガセケンコー㈱ 

６ 大会期間 令和 3 年５月３日(祝・月)・５月４日(祝・火)・５月 8 日(土)・5 月 9 日（日）          

【予備日５月１７日（土）・１８日(日）】 

７ 開 会 式 な し  ※1 回戦時にプラカード・スポ少旗を持参すること 

８ 大会会場 神根グラウンド    川口市神戸 767-1 

芝スポーツセンター  川口市芝髙木 2-12-52 

川口市営球場     川口市西青木 4-8-1 

９ 参加資格 令和 3 年度日本スポーツ少年団に登録された団で、スポーツ障害保険に加入し 

体力テストを受けた者。 

10 参加チーム 川口市(８)・鴻巣市(４)・上尾市(5)・草加市(4)・戸田市(３)・北本市(2)・和光市(2) 

桶川市(１)・蕨市(1)・伊奈町(1)  9 市 1 町＋開催地：川口市(1)  32チーム。 

11 参 加 費 １チーム １２,０００円（振込） 

12 登録人数 代表者・監督・コーチ 8 名以内（ベンチ入りは 4 名以内） 

＝認定員資格者及び選手２０名以内。 

13 登録名簿  ネット登録とする（各市町へ配信済み） 

14 使 用 球 公認ケンコーボールＪ号(大会本部支給) 

15 試合方法 トーナメント方式 

16 表  彰 

(1) 南部ブロック 優勝チーム＝表彰状・優勝旗・優勝杯 

          準優勝・３位チーム＝表彰状・盾 

参加チーム＝参加賞 

(2) 埼玉新聞社 １位～３位チーム＝表彰状、金・銀・銅メダル 

 (3)朝日新聞埼玉少年少女スポーツ １位～３位＝表彰状、トロフィー 

17 その他 

(1) この大会の入賞チーム(ベスト８)には埼玉県大会の出場権を与える。 

（学校行事等と重複しないチームに限る） 

     (2) 審判は、南部ブロック野球部会審判部登録審判により行う。 

   (3) 雨天等の問い合わせは所属市町指導協とする。 

     ＊中止の時本部より 5：40 に各市町指導協へメールにて送信します。 

       大会本部（川口市） 増田 守男 ０９０-７８０８-６０６３ 
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[大会規則] (抜粋)] 

第 4 条  参加資格  学校行事・他大会等重複しないチーム。 

 第 11 条 (8)ベンチの人数について熱中症対策として登録外の 2 名以内の母を認めることもある。  

      （熱中症対策に専念すること） 

 第 12 条 団員章・指導者章は右袖に縫いつけること。 

 第 14 条 試合会場毎にグランドルールを設定する事もある。 

（当該試合会場で説明するものとする） 

 第 15 条 ２、熱中症対策として試合途中休憩時間を設けることもある。 

３、優勝チームは 1 チームとする。 

 

☆タイム＝＊攻撃側 3回迄。＊守備側 3回迄。＊監督が投手のところに行ける回数 3回迄。 

    ※ロジンバッグはチームの責任で準備する。 

    ※メンバー表は、４部提出とする（県大会は 6 部提出）。 

    ※試合開始後は、ベンチ内で携帯電話、スマートフォン、パソコンなどの電子機器を使用すること 

     を禁止する。時計としての使用同様に禁止する。 

    ※投球制限（70 球）については、準決勝及び優勝決定戦のみ適用する。（計数は指導協） 

      

      その他 競技規定は、 

(1) 2021 年版運営細領・公認野球規則・競技者必携による。 

  (2) 上記要項及び大会規則等の外は、2021 年版埼玉県スポーツ少年団軟式野球運営細領に準じる。 

 

規定外Ⅰ サングラスはミラー式や濃い色のものは原則不可とし眼球の見えるもののみ着用可と

する。 

Ⅱ スポ少主催大会外の大会（以下他大会と呼ぶ）の関連について 

① 他大会と重複しないこと（予備日含む）。 

② やむを得ず重複した時は市町代表者を通して部会（所謂三役会議）の承認を得る。 

③ ②の場合は所謂レギュラーを部会大会に出場させる。 

④ 上記に違反して他大会に出場した時は、常任委員会で協議して、罰則を与えること

もある。 


